
2025 年度資源地質学会総会議案 

2025 年 6 月 25 日 

 

１．会則の変更について 

4 月 17 日の評議員会にて評議員定数の削減が提案されましたので、資源地質学会会則の第 12 条及び第 13 条を下表の通り変更することに

ついて、ご審議をお願いいたします。 

 

現行 改正案 

第 12 条 

本会は次の役員をおく． 

1. 会⾧ 

1 名 任期 2 年 

2. 副会⾧ 

1 名 任期 1 年 

3. 評議員 

30 名 任期 3 年 

4. 常務委員⾧ 

1 名 任期 1 年 

5. 常務委員 

8 名 任期 1 年 

6. 監事 

2 名 任期 2 年 

第 12 条 

本会は次の役員をおく． 

1. 会⾧ 

1 名 任期 2 年 

2. 副会⾧ 

1 名 任期 1 年 

3. 評議員 

21 名以内 任期 3 年 

4. 常務委員⾧ 

1 名 任期 1 年 

5. 常務委員 

8 名 任期 1 年 

6. 監事 

2 名 任期 2 年 



（以下略） 

 

第 13 条 

役員は次のごとく選出される． 

1. 会⾧は正会員および名誉会員の中から正会員および名誉会

員によって選出される．重任を妨げない． 

2. 副会⾧は，評議員会の承認を経て，評議員の中から会⾧が指

名する．重任を妨げない． 

3. 評議員は，正会員および名誉会員の中から正会員および名誉

会員によって選出される．評議員は毎年その 3 分の 1 を改選

する．重任を認めない． 

4. 常務委員⾧は，評議員の互選により選出される．重任を妨げ

ない． 

5. 常務委員は評議員会において，常務委員⾧の推薦により，評

議員の中から選出される．ただし，特別の事情がある場合は，

評議員以外の正会員および名誉会員の中から選出されるこ

とがある． 

6. 監事は，評議員以外の正会員および名誉会員の中から信任投

票によって選出される．監事は，毎年その半数を改選する．

重任を認めない． 

 

（以下略） 

 

第 13 条 

役員は次のごとく選出される． 

1. 会⾧は正会員および名誉会員の中から正会員および名誉会

員によって選出される．重任を妨げない． 

2. 副会⾧は，評議員会の承認を経て，評議員の中から会⾧が指

名する．重任を妨げない． 

3. 評議員は，正会員および名誉会員の中から正会員および名誉

会員によって選出される．評議員は毎年その 3 分の 1 を改選

し、改選定数は第 2 回評議員会で決定する．重任を認めない． 

4. 常務委員⾧は，評議員の互選により選出される．重任を妨げ

ない． 

5. 常務委員は評議員会において，常務委員⾧の推薦により，評

議員の中から選出される．ただし，特別の事情がある場合は，

評議員以外の正会員および名誉会員の中から選出されるこ

とがある． 

6. 監事は，評議員以外の正会員および名誉会員の中から信任投

票によって選出される．監事は，毎年その半数を改選する．

重任を認めない． 

 

 

以上 


